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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒト又は動物患者の頭部内に通過させるように構成された可変視野方向型内視鏡であっ
て、
　近位端、遠位端、及び約５ｍｍ以下の外径を有する細長いシャフトと、
　前記シャフトに沿ってシャフト遠位端又はその近傍に配置された視認用窓と、
　前記内視鏡の視野方向を変更するために前記シャフトの前記遠位端の近傍に配置された
旋回可能なプリズムと、
　前記シャフトに配置され、前記プリズムが旋回する際に前記視認用窓により得られる視
野に自動的に焦点を合わせるように構成された自動焦点レンズと、
　を備える、内視鏡。
【請求項２】
　前記視認用窓が、前記シャフトの前記遠位端から前記シャフトの一側面に沿って近位方
向に延びる、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記内視鏡の視野が約６０°～約７０°の間である、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記内視鏡が３００ワットのキセノン光源と適合性を有する、請求項１に記載の内視鏡
。
【請求項５】
　ヒト又は動物患者の頭部内に通過させるように構成された可変視野方向型内視鏡であっ
て、
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　近位端、遠位端、及び約５ｍｍ以下の外径を有する細長いシャフトと、
　前記シャフトに沿ってシャフト遠位端又はその近傍に配置された視認用窓と、
　前記内視鏡の視野方向を変更するために前記シャフトの前記遠位端の近傍に配置された
旋回可能なプリズムと、
　前記細長いシャフトの前記近位端に連結されるハンドルであって、前記プリズムを旋回
させることによって前記内視鏡の視野角を調節するための第１の回転ダイアルを含み、前
記第１の回転ダイアルが前記シャフトの長手方向軸を中心として回転する、ハンドルと、
　を備える、内視鏡。
【請求項６】
　前記ハンドルが、前記ハンドルの残りの部分を回転させることなく前記内視鏡の前記シ
ャフトを回転させるための第２の回転ダイアルを更に含む、請求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記第１及び第２のダイアルが密封されることにより、前記内視鏡を損傷させることな
くオートクレーブ内で滅菌することが可能である、請求項６に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記シャフトに配置され、前記プリズムが旋回する際に前記視認用窓により得られる視
野に自動的に焦点を合わせるように構成された自動焦点レンズを更に備える、請求項５に
記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記視認用窓が、前記シャフトの前記遠位端から前記シャフトの一側面に沿って近位方
向に延びる、請求項５に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　前記内視鏡の視野が約６０°～約７０°の間である、請求項５に記載の内視鏡。
【請求項１１】
　前記内視鏡の視野方向が約０°～約１２０°の範囲である、請求項５に記載の内視鏡。
【請求項１２】
　前記内視鏡の視野が約５°～約１００°の範囲である、請求項１１に記載の内視鏡。
【請求項１３】
　前記内視鏡が３００ワットのキセノン光源と適合性を有する、請求項５に記載の内視鏡
。
【請求項１４】
　前記ハンドルを保持することを助けるハンドルアタッチメントを更に備える、請求項５
に記載の内視鏡。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】旋回プリズム型内視鏡
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は２００８年７月３０日に出願された米国仮特許出願第６１／０８４，９４９号に
基づく利益を主張するものであり、その内容を本願に援用する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本願は医療用の装置及び方法に一般的に関し、より詳細には耳、鼻、咽喉、副鼻腔、又
は頭蓋内部の内視鏡による観察を容易にする装置及び方法に関する。
【背景技術】
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【０００３】
　機能的内視鏡下副鼻腔手術（ＦＥＳＳ）は現在、慢性副鼻腔炎の治療に最も一般的に用
いられている手術である。一般的なＦＥＳＳ手術では、鼻孔に１つ以上の外科器具ととも
に内視鏡を挿入する。次いで外科器具を用いて組織及び／又は骨の切除、焼灼、吸引など
を行う。多くのＦＥＳＳ手術では、少なくとも１つの副鼻腔の自然孔（例、開口部）を外
科的に拡張して鼻腔からの排液を改善する。内視鏡は直接的な直線的視野を与えるもので
あるため、執刀医が視認できるのは通常、手術野内のすべての解剖学的構造ではなく、そ
の一部である。内視鏡による視認下、執刀医は病変又は肥厚した組織や骨を切除し、鼻腔
の小孔を拡大して正常な鼻腔の排液を回復させることができる。ＦＥＳＳ手術は副鼻腔炎
の治療、並びに鼻からの腫瘍、ポリープ、及び他の異常増殖組織の除去に効果を発揮しう
るものである。
【０００４】
　従来のＦＥＳＳ手術において使用される外科器具としては、アプリケータ、のみ、キュ
レット、骨膜起子、ピンセット、丸のみ、フック、メス、鋸、マレット、モーセライザ、
持針器、骨刀、孔探索器（ostium seeker）、プローブ、穿孔器、バックバイター（backb
iter）、やすり、開創器、骨鉗子、はさみ、スネア、検鏡、吸引カニューレ、及びトロカ
ールなどがあった。こうした器具の大半は実質上、剛直な設計のものである。
【０００５】
　内視鏡により手術野を適切に視認し、かつ／又は剛直な器具を挿入及び使用する目的で
、従来のＦＥＳＳ手術の多くでは正常な解剖学的構造の外科的除去及び改変を行っていた
。例えば、多くの従来のＦＥＳＳ手術では、手術の初めに全鉤切除（例、鉤状突起の切除
）を行って上顎洞開口部及び／又は篩骨胞の視認及びアクセスを確保し、これに続く剛直
な手術器具の挿入を可能とする。実際、多くの従来のＦＥＳＳ手術では、鉤状突起が残存
していると上顎洞開口部及び篩骨胞の内視鏡による視認を妨げるばかりでなく、これに続
く利用可能な剛直な器具を用いた深部構造の切除の妨げともなっていた。
【０００６】
　より最近では、正常な解剖学的構造の除去又は改変を最小にとどめるか又は行わないＦ
ＥＳＳ手術及び他のＥＮＴ手術を行うことを可能とする新たな装置、システム、及び方法
が考案されている。こうした新しい方法としては、これらに限定されるものではないが、
Ｂａｌｌｏｏｎ　Ｓｉｎｕｐｌａｓｔｙ（商標）器具を用いた鉤温存手術、並びにカテー
テル、非剛直性器具及び高度なイメージング技術（アクラレント社（Acclarent, Inc.）
、カリフォルニア州メンロパーク）を用いた鉤温存篩骨洞手術が挙げられる。これらの新
規な装置、システム及び方法の例は、本願に援用する発明の名称が「副鼻腔炎並びに耳、
鼻及び／又は咽喉の他の疾患を診断及び治療するための装置、システム、及び方法」（De
vices, systems and Methods for Diagnosing and Treating Sinusitis and Other Disor
ders of the Ears, Nose and/or Throat）である米国特許出願第１０／８２９，９１７号
、発明の名称が「副鼻腔の小孔及び他の鼻腔内又は副鼻腔構造を拡張及び改変するための
装置及び方法」（Apparatus and Methods for Dilating and Modifying Ostia of Parana
sal Sinuses and Other Intranasal or Paranasal Structures）である米国特許出願第１
０／９４４，２７０号、発明の名称が「耳、鼻、咽喉及び副鼻腔内部の手術を行うための
方法及び装置」（Methods and Devices for Performing Procedures Within the Ear, No
se, Throat and Paranasal Sinuses）である米国特許出願第１１／１１６，１１８号、及
び、発明の名称が「副鼻腔の治療に使用可能な装置、システム、及び方法」（Devices, S
ystems and Methods Useable for Treating Sinusitis）である米国特許出願第１１／１
５０，８４７号に述べられており、これらの出願の全容を本願に援用するものである。例
えば上記の出願に述べられるようなＢａｌｌｏｏｎ　Ｓｉｎｕｐｌａｓｔｙ（商標）器具
を用いた手術は、Ｃアーム型Ｘ線透視法、経鼻的内視鏡法、光学画像ガイダンス及び／又
は電磁気画像ガイダンスなど（ただしこれらに限定されない）の各種の誘導法を用いて行
うことができる。
【０００７】
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　ＦＥＳＳ及びＢａｌｌｏｏｎ　Ｓｉｎｕｐｌａｓｔｙ（商標）手術では、執刀医は通常
、内視鏡を片手で持ち、もう一方の手で外科器具を操作する。内視鏡を手術用装置と一体
化することによって両者を片手で動かせることが望ましいという認識の下、発明の名称が
「耳、鼻及び咽喉の疾患を治療するための方法及び装置」（Methods and Apparatus for 
Treating Disorders of the Ear, Nose and Throat）である米国特許出願第１１／１９３
，０２０号（本願に援用する）は、内視鏡と結合又は一体化された多くの経鼻的に挿入可
能な副鼻腔ガイドについて述べている。
【０００８】
　耳、鼻及び咽喉の手術に用いられる現在入手可能な内視鏡は、一方向（すなわち真っ直
ぐ前方又は固定角）のみを見ることができる概ね剛直な内視鏡である。その一方で、鼻腔
／副鼻腔の解剖学的構造は、軟組織で覆われた骨からなる多数の折り畳み又は湾曲構造の
１つであり、そのため剛直な一方向の内視鏡を進めて解剖学的構造を見ることは極めて困
難である。例えば、鼻の内部へ鉤状突起を回り込むようにして内視鏡を進めて上顎洞開口
部を見ることは極めて困難な場合がある。実際、このことは従来のＦＥＳＳ手術において
鉤状突起が除去される少なくとも１つの理由となっている。角度を付けた内視鏡もあるが
、望み通りに解剖学的構造を見るためには執刀医は手術の間に複数の異なる内視鏡を使用
して異なる視野が望まれる毎に内視鏡を切り換えることがしばしば必要となる場合がある
。これは極めて不便で扱いにくいばかりでなくコストが嵩みうるものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、副鼻腔手術のような、耳、鼻及び咽喉の手術などの頭蓋内手術において、
解剖学的構造、ガイドワイヤ、カテーテル及び／又は他の装置の視認を容易にする新たな
装置及び方法が求められている。こうした装置及び方法は、内視鏡を用いて解剖学的構造
及び外科器具を直接視認するものであることが理想的である。また、こうした内視鏡は操
作及び使用が容易であり、各種の外科器具及びシステムと適合性を有するものであること
が理想的である。これらの目的のうちの少なくとも一部のものは、本発明の実施形態によ
って達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　耳、鼻、咽喉、及び場合により他の頭蓋内手術において使用するための可変視野方向の
旋回プリズム型内視鏡の異なる実施形態を示す。こうした内視鏡は、運動の軸が作動部位
又は介入部位に対して所定の角度をなしている場合に有用である。こうした内視鏡は、従
来のＦＥＳＳ手術で必要とされる場合があるように手術中に複数の内視鏡を使用／交換し
たり、組織を除去したりすることなく副鼻腔の孔などの解剖学的構造を使用者が見ること
を可能とするものである。こうした内視鏡は更に、Ｘ線透視法や画像ガイダンスシステム
を使用することなく、又は少なくともこうしたシステムの限定的な使用によって、医師が
解剖学的構造及び手術器具を見ることを可能にすることにより、手術室ではなく、クリニ
ックや処置室の環境で手術を行える可能性がある。Ｂａｌｌｏｏｎ　Ｓｉｎｕｐｌａｓｔ
ｙ（商標）又は他の耳、鼻、及び咽喉の手術の際にＸ線透視法を使用する必要がなくなる
ことにより、手術室又は処置室においてＣアーム型Ｘ線透視法を行う必要がないため、こ
うした手術は医師にとってより利便性が高いものである。Ｘ線透視法の使用をなくすかあ
るいは減らすことは、医師にとっても患者にとっても被曝する放射線の線量が減る（また
はなくなる）ために有利となりうる。
【００１１】
　一実施形態には、副鼻腔への開口部若しくは通路内に、又は該開口部若しくは通路を通
じて治療用装置を進めるための方法が含まれる。副鼻腔の開口部には、上顎洞の孔、前頭
洞の孔若しくは前頭洞流出路の少なくとも１つ、蝶形骨洞の孔、又は篩骨洞の自然開口部
若しくは人工の開口部が含まれる。本方法は、可変視野方向型内視鏡を内視鏡の長手方向
軸に対して約０°～約１５°の第１の視野方向に調節して鼻腔内に導入することを含む。
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治療用装置が鼻腔内に導入され、内視鏡は副鼻腔の開口部又は通路に向かう第２の視野方
向に調節される。本方法は更に、治療用装置を副鼻腔の開口部内に、又は該開口部を通じ
て進めることと、第２の視野方向に調節された内視鏡を用いて副鼻腔の開口部若しくは通
路、又は治療用装置の少なくとも１つを視認することとを含む。
【００１２】
　一実施形態では、この手術で使用される治療用装置にはバルーン膨張型カテーテルが含
まれ、カテーテルのバルーンが膨らまされることによって副鼻腔への開口部又は通路が拡
大される。本方法は更に、鼻腔内にガイドカテーテルを導入することを含んでもよい。ガ
イドカテーテルの導入は、内視鏡の視野方向を調節する前に行うことができる。しかしな
がら、ガイドカテーテルを導入する前に内視鏡の視野方向を調節してもよい。
【００１３】
　治療用装置には可撓性装置が含まれる。更に、治療用装置は、ガイドカテーテルの管腔
を通じて副鼻腔の開口部内に、又は開口部を通じて進めることができる。ガイドカテーテ
ルの管腔を通じて副鼻腔内へとガイドワイヤを進めた後、バルーンカテーテルをガイドカ
テーテルを通じてガイドワイヤ上に進めることによってカテーテルのバルーンを副鼻腔の
開口部に配置することもできる。一実施形態では、ガイドワイヤは照明用遠位端を有する
光ガイドワイヤであってよく、この光ガイドワイヤは、照明用遠位端が副鼻腔内に配置さ
れた状態で副鼻腔に光を通過させるために用いられる。
【００１４】
　副鼻腔を治療するための方法の一実施形態では、治療用装置は洗浄カテーテルを含み、
洗浄カテーテルを使用して副鼻腔を洗浄するが、その際、洗浄カテーテルの少なくとも１
個の開口部が副鼻腔の内部に配置される。治療用装置は、副鼻腔又は副鼻腔への開口部若
しくは通路の少なくとも１つに植え込まれる薬物送達リザーバを含んでもよい。
【００１５】
　更に、手術の間に、内視鏡を前記第１の視野方向、又は第３の視野方向に調節すること
によって治療用装置又は鼻腔の解剖学的構造の少なくとも１つを見ることができる。
【００１６】
　別の実施形態では、内視鏡に旋回プリズム型内視鏡が含まれる。この実施形態では、視
野方向を調節するには内視鏡のプリズムを回転させる。
【００１７】
　別の実施形態には、可変視野角度型内視鏡を第１の視野角度に調節してヒト又は動物患
者の頭部に導入することによって前記患者の頭部の解剖学的構造を視認するための方法が
含まれる。更に、第１の視野角度を有する内視鏡を使用して頭部の解剖学的構造を視認し
、内視鏡のハンドルの第１の部分を内視鏡の長手方向軸を中心として回転させることによ
って内視鏡を第２の視野角度に調節する。ハンドルの第１の部分は、内視鏡のシャフトに
対して回転する。更に、第２の視野角度を有する内視鏡を使用して頭部の解剖学的構造を
視認する。本方法では、ハンドルの第２の部分を前記長手方向軸を中心として回転させる
ことによってハンドルの残りの部分を回転させることなく内視鏡のシャフトを回転させて
もよい。更に、ハンドルの第１の部分を回転させることによって内視鏡を前記第１の視野
角度又は第３の視野角度に調節する。
【００１８】
　一実施形態では、内視鏡を導入する工程は、内視鏡を鼻腔内に通すことを含む。内視鏡
が鼻腔内に導入された後には、視認される解剖学的構造は、鼻腔の解剖学的構造、副鼻腔
の孔への開口部又は通路、副鼻腔、エウスタキー管の開口部、口腔、鼻咽腔、咽喉、喉頭
、及び気管からなりうる。
【００１９】
　医師又は使用者は、内視鏡が向いている視野方向を示す、内視鏡上の視野方向の指標を
視認することができる。使用者は更に、患者の頭部に導入された少なくとも１つの医療用
又は手術用装置を内視鏡で見ることができる。
【００２０】
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　ヒト又は動物患者の頭部内に通過させるように構成された可変視野方向型内視鏡の一実
施形態も開示する。内視鏡は、近位端、遠位端、及び約５ｍｍ以下の外径を有する細長い
シャフトを含む。視認用窓がシャフトに沿って内視鏡の遠位端又はその近傍に配置され、
内視鏡の視野方向を変更するために旋回可能なプリズムがシャフトの遠位端の近傍に配置
されている。視認用窓は、シャフトの遠位端からシャフトの一側面に沿って近位端方向に
延びている。細長いシャフトの近位端にハンドルが連結されてもよい。ハンドルは、プリ
ズムを旋回させることによって内視鏡の視野角を調節するための第１の回転ダイアルを含
み、第１の回転ダイアルはシャフトの長手方向軸を中心として回転する。ハンドルは、ハ
ンドルの残りの部分を回転させることなく内視鏡のシャフトを回転させるための第２の回
転ダイアルを更に含んでもよい。特定の実施形態では、第１及び第２のダイアルが密封さ
れることにより、内視鏡を損傷させることなくオートクレーブ内で滅菌することができる
。
【００２１】
　更に、内視鏡は、シャフトに配置される、プリズムが旋回する際に視認用窓により得ら
れる視野に自動的に焦点を合わせるように構成された、自動焦点レンズを含んでもよい。
【００２２】
　内視鏡の視野は、約６０°～約７０°、又は０°～約１００°の間である。更に、内視
鏡の視野方向は約０°～約１２０°の範囲である。使用時には、内視鏡は３００ワットの
キセノン光源と適合性を有する。更に、内視鏡は、ハンドルを保持することを助けるため
にハンドルに取り付けられたハンドルアタッチメントを含んでもよい。
【００２３】
　本発明の更なる態様、要素、及び利点を、添付図面を参照して以下に更に詳細に述べる
。以下の異なる実施形態は、一般的に副鼻腔の外科手術に関して述べられるが、多くの実
施形態において本明細書で述べる装置、システム及び方法は、他の耳、鼻、及び咽喉の手
術、及び／又は他の頭蓋内手術において使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に基づく旋回プリズム型内視鏡の斜視図。
【図２】本発明の一実施形態に基づく旋回プリズムを備えた内視鏡の視野範囲を示す側面
図。
【図３】本発明の一実施形態に基づく旋回プリズム型内視鏡の遠位端の断面図。
【図４】本発明の一実施形態に基づく旋回プリズム型内視鏡の遠位端の断面図。
【図５】本発明の更に別の実施形態に基づく旋回プリズム型内視鏡の遠位端の断面図。
【図６】内視鏡のシャフトの回転及び旋回プリズムの回転を調節するための回転ダイアル
を備えた旋回プリズム型内視鏡の近位端側本体部材又はハンドルの側面図。
【図７】旋回プリズム型内視鏡のハンドルに取り付けることが可能なハンドルの３つの異
なる実施形態を示す図。
【図８】旋回プリズム型内視鏡のハンドルに取り付けることが可能なハンドルの３つの異
なる実施形態を示す図。
【図９】旋回プリズム型内視鏡のハンドルに取り付けることが可能なハンドルの３つの異
なる実施形態を示す図。
【図１０】密封チャンバ、及び旋回プリズムの回転を調節するために蛇腹要素を使用した
駆動機構を示す旋回プリズム型内視鏡のハンドルの断面図。
【図１１】休止状態にある旋回プリズム型内視鏡上に配置された洗浄システムを示す図。
【図１２】休止状態にある旋回プリズム型内視鏡上に配置された洗浄システムを示す図。
【図１３】前方位置又は作動状態にある図１１及び１２に示される洗浄システムを示す図
。
【図１４】可撓性又は方向転換可能なシャフトを有する一般的な内視鏡の視野角を示す図
。
【図１５】可撓性又は方向転換可能なシャフトを有する旋回プリズム型内視鏡の視野角を
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示す図。
【図１６】異なる角度で重なってより広い照明領域を形成する少ない数の光ファイバーを
示す図。
【図１７】光ファイバーの遠位端に配置されてより広い照明用ビームを形成する発散レン
ズを示す図。
【図１８】第１及び第２のプリズム、及び視野を拡大するための発散レンズを有する小型
化された内視鏡の部分図。
【図１９】第１のプリズム及び視野を拡大するための発散レンズを有する小型化された内
視鏡の部分図。
【図２０】第１及び第２のプリズムを有し、戻り画像の撮像領域を拡大するために発散レ
ンズを凹レンズと組み合わせて使用した小型化された内視鏡の部分図。
【図２１】第１のプリズムを有し、戻り画像の撮像領域を拡大するために発散レンズを２
個の凹レンズと組み合わせて使用した小型化された内視鏡の部分図。
【図２２Ａ】開放型の構成を有するハンドルを有する内視鏡の一実施形態を示す図。
【図２２Ｂ】ハンドルにライトポストがない内視鏡の一実施形態を示す図。
【図２３】鉄分を含んだ液体を有する内視鏡のハンドルの断面図。
【図２４Ａ】本発明の一実施形態に基づくヒト又は動物患者の鼻に挿入された旋回プリズ
ム型内視鏡を示す図。
【図２４Ｂ】旋回プリズムが旋回プリズム型内視鏡の長手方向軸に対して所定の角度で見
るように調節されている、副鼻腔の解剖学的構造内に更に進められた図２４Ａの内視鏡を
示した図。
【図２５Ａ】本発明の一実施形態に基づく、副鼻腔を視認し、副鼻腔ガイドを使用して副
鼻腔へのアクセスを促進するために旋回プリズム型内視鏡を使用する方法の異なる工程を
示すヒトの頭部の部分矢状断面図。
【図２５Ｂ】本発明の一実施形態に基づく、副鼻腔を視認し、副鼻腔ガイドを使用して副
鼻腔へのアクセスを促進するために旋回プリズム型内視鏡を使用する方法の異なる工程を
示すヒトの頭部の部分矢状断面図。
【図２５Ｃ】本発明の一実施形態に基づく、副鼻腔を視認し、副鼻腔ガイドを使用して副
鼻腔へのアクセスを促進するために旋回プリズム型内視鏡を使用する方法の異なる工程を
示すヒトの頭部の部分矢状断面図。
【図２５Ｄ】本発明の一実施形態に基づく、副鼻腔を視認し、副鼻腔ガイドを使用して副
鼻腔へのアクセスを促進するために旋回プリズム型内視鏡を使用する方法の異なる工程を
示すヒトの頭部の部分矢状断面図。
【図２６】ガイドシステムの一実施形態の斜視図。
【図２７】ヒト患者に使用されているガイドシステムの斜視図。
【図２８Ａ】図２６のシステムのガイドカテーテルの側面図。
【図２８Ｂ】図２８Ａの２８Ｂ－２８Ｂ線に沿った断面図。
【図２８Ｃ】図２８Ａの２８Ｃ－２８Ｃ線に沿った断面図。
【図２９】図２６のシステムのコネクタ／カメラ／光ケーブルアセンブリの側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下の説明文において数値の範囲が示される場合、その範囲の上限値と下限値との間の
すべての値は、説明文の内容が特にそうではないことを明確に示していないかぎりは、下
限値の単位の１／１０の値までやはり具体的に開示されているものとする。記載された範
囲内の任意の記載された値又は任意の間の値と、その範囲内の他の任意の記載された値又
は任意の間の値との間のより小さい範囲はいずれも本発明の範囲に含まれるものとする。
これらのより小さい範囲の上限値及び下限値は独立してその範囲に含まれる場合も除外さ
れる場合もあり、記載された範囲から任意の限界値が具体的に除外されうるものとして、
より小さな範囲内に上限値及び下限値のいずれか一方が含まれる、いずれも含まれない、
又はいずれも含まれるような各範囲もやはり本発明の範囲に含まれるものとする。記載さ
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れた範囲が限界値の一方又は両方を含む場合、これらの含まれた限界値の一方又は両方を
除外する範囲もやはり本発明に含まれるものとする。
【００２６】
　特に定義しないかぎり、本明細書で用いられる技術的及び科学的用語はすべて、本開示
が属する技術分野における当業者によって一般的に解釈されるものと同じ意味を有するも
のである。本開示を実施又は試験するうえで本明細書に記載されるものと同様又は同等の
いかなる方法及び材料も使用することができるが、好適な方法及び材料を以下に記載する
。本明細書において触れるすべての刊行物は、当該刊行物の引用が関連する方法及び／又
は材料を開示及び説明する目的で本明細書に援用するものである。
【００２７】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される場合、文脈上特に明記されない
かぎり、単数形「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は複数の指示物を含むものとする。した
がって、例えば、「チャネル（a channel）」という場合には複数のこうしたチャネルを
含み、「内視鏡（the endoscope）」という場合には１つ以上の内視鏡及びその均等物を
指す、といった要領である。
【００２８】
　本明細書で論じる刊行物は、本願の出願日よりも前のそれらの開示内容についてのみ示
される。本明細書のいかなる記載内容も、先行の発明のために本開示がこうした刊行物に
先行する権利を有さないことを容認するものとして解釈されてはならない。更に記載され
る刊行物の日付は実際に公開された日付とは異なる可能性があり、これは別個に確認を要
する場合がある。
【００２９】
　以下の詳細な説明、添付図面、及び上記に記載した図面の簡単な説明は、必ずしもすべ
てではないが本開示の実施例又は実施形態の一部を説明することを目的とするものである
。この詳細な説明の内容は本開示の範囲をいかなる意味においても限定するものではない
。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態に基づく可変視野角度型内視鏡１０を示したものである。
内視鏡１０は、遠位端７０と近位端７１とを有する細長いシャフト３０、及び内視鏡１０
の視野角を調節するための旋回プリズム（本図には示されていないが下記に図３以降に関
連して説明する）を含んでもよく、近位端７１は、調節可能なスコープ／ロック延長部と
連動及び連結されるように構成することができる近位端側本体部材又はハンドル５２に取
り付けられている。シャフト３０は中心に同軸に延びる画像ファイバー束又は光ファイバ
ー５４を収容しており、光透過ファイバー５６が外周に配置されている。一実施形態では
、シャフト３０は、最大外径が０．９５ｍｍ（０．０３７５インチ）、長さが６０．９６
ｃｍ（２フィート）の編組ポリイミドシースであってよい。画像ファイバー束は１０００
０本の細い画像ファイバーからなるものが好ましく、光透過ファイバーは直径が約０．２
～約０．５１ｍｍ（約０．００８～０．０２０インチ）、最大照度が約１００００ルクス
の照明用ファイバーであることが好ましい。別の実施形態では、内視鏡１０は画像ファイ
バー束の代わりにロッドレンズ技術を使用したものでもよい。
【００３１】
　次に図２を参照すると、内視鏡シャフト３０の遠位端７０が角度の測定値とともに示さ
れている。図２の説明において、「視野」とは内視鏡によって特定の時間に見ることがで
きる角度幅／高さを意味し、「視野方向」とは特定の時間に視野の中心が向いている方向
を意味し（「可変視野角度型内視鏡」におけるように「視野角度」と呼ぶこともできる）
、「全視野範囲」とは旋回プリズムが一方の極限視野方向から反対側の極限視野方向に動
かされる際に内視鏡が見ることができる全角度距離を意味する。記載される角度は、内視
鏡シャフトの長手方向軸を０°としてこれに対する角度である。
【００３２】
　特定の実施形態では、例えば、内視鏡１０は視野方向の範囲が約－５°～約１５０°、
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より一般的には約０°～約１２０°又は約５°～約１００°であってよい。特定の実施形
態では、内視鏡は視野が約５０°～約１００°、又はより一般的には約６０°～約７０°
であってよい。視野方向の範囲及び視野から全視野範囲を求めることができる。例えば一
実施形態では、内視鏡１０は視野方向が約５°～約１００°の範囲であり、視野が約６０
°である。この実施形態では全視野範囲は約－２５°～約１３０°である。視野方向の範
囲が約０°～約１２０°で、視野が約６０°であるとすれば全視野範囲は約－３０°～約
１５０°となる。異なる実施形態において、内視鏡１０は視野方向の範囲、視野及び全視
野範囲の多くの異なる組み合わせのいずれを有してもよい。
【００３３】
　次に図３～５を参照すると、可変視野角度型内視鏡１０の遠位端部７０の異なる構成が
示されている。各構成は異なる構成の旋回プリズム７２及び／又は旋回プリズム７２を取
り付けるための機構を有している。第１のアプローチでは、旋回プリズム７２は、付勢バ
ネ７６とアクチュエータ７８との間で回転するように取り付けられている。この場合、ア
クチュエータ７８は、内視鏡１０の遠位端部７０から操作者によって便宜よくアクセス及
び操作することが可能な近位端部へと延びるワイヤであってよい。この点に関し、アクチ
ュエータは摺動部材に取り付けるか、回転ダイヤル（図示せず）に巻き取られるように構
成することができる。このように構成される場合、画像を窓７５から撮像及び受像して旋
回プリズム７２及び自動焦点レンズ７４を通じて画像ファイバー束５４に送信することが
できる。旋回プリズム７２は、アクチュエータ７８を操作することによって０°～９５°
の視野範囲の全体にわたって望ましい７０°の視野を与える。
【００３４】
　図４に示される別のアプローチでは、近位端方向に操作者に向かって延びる回転シャフ
ト８４と連動可能に配置されたハウジング８２内に旋回プリズム７２を取り付けることが
できる。シャフト８４の遠位端部にはハウジング８２に形成された歯状部８８と噛合する
ように配置されたネジ山構造８６が設けられている。シャフトを回転させることによって
旋回プリズム７２を望み通りに位置決めすることができる。この場合もやはり、これらの
要素を１６５°の視野範囲を与えるように配置することができる。
【００３５】
【００３６】
　図５に示されるアプローチでは、旋回プリズム７２はねじりバネ１００と引張りワイヤ
１０２との間に回転可能に取り付けられている。ねじりバネは、引張りバネ、板バネなど
の任意のバネでよい。この場合、引張りワイヤ１０２は、内視鏡シャフト３０の遠位端部
７０から、操作者によって便宜よくアクセス及び操作することが可能な近位端部へと延び
てよい。この点に関し、引張りワイヤは摺動部材に取り付けるか、回転ダイヤル（図示せ
ず）に巻き取られるように構成することができる。画像は、窓（図示せず）から撮像及び
受像して旋回プリズム７２及び自動焦点レンズ７４を通じて画像ファイバー束５４に送信
することができる。この実施形態では、ねじりバネと引張りワイヤとの間の旋回プリズム
には常に張力が作用しているため、操作時に引張りワイヤに遅れや座屈が生じない。更に
、旋回プリズムを動かすために引張りワイヤとねじりバネを使用することにより内視鏡の
直径を小さくすることができる。
【００３７】
　画像ファイバー束によって収集された画像はモニター（後述する）に送信されることに
より、行われている特定の介入手術に関する視覚的データが操作者に与えられる。一実施
形態では、内視鏡１０は３００ワットのキセノン光源と適合性を有し、汎用ライトガイド
コネクタと組み合わせることにより、このアセンブリを従来使用されている装置とともに
使用することができる。一実施形態では、内視鏡シャフト３０は約４ｍｍの外径及び約１
７５ｍｍの作動長さを有しうる。更に、内視鏡シャフト３０は丸みを帯びた表面とするこ
とにより使用時にアセンブリが組織を傷つけにくくすることが好ましい。内視鏡１０は所
定の方式で、オートクレーブによって内視鏡１０を滅菌することが可能な材料で形成する
ことが有用であることが示されている。
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【００３８】
　特定のアプローチでは、旋回プリズムの視野方向及び／又は内視鏡１０の回転位置を示
す標示を内視鏡１０に設けることが有用な場合もある。その場合、例えば図３のアクチュ
エータ７８の近位端部を、旋回プリズム７２の角度を示すマーキングを含むダイアルと連
結することができる。同様に図４のシャフト８４の近位端を、旋回プリズム７２の角度に
関する情報を与える標示を含むダイアルに連結することができる。更に、内視鏡１０の外
表面にアセンブリ全体の回転位置を示すマーキングを設けてもよい。
【００３９】
　旋回プリズム型内視鏡１０は、副鼻腔ガイドとともに解剖学的構造内に自由に前進させ
ることによって所望の解剖学的構造の内視鏡による視認を容易とし、かつ／又は副鼻腔ガ
イド装置若しくは副鼻腔ガイドに挿入された作動装置を視認、案内及び／又は確認するこ
とができる。内視鏡１０の先端部を解剖学的構造内で前進させて副鼻腔ガイドの端部を視
認することが可能であることにより、装置を解剖学的構造のより近くに配置したり、サイ
ズの制限のために装置が移動できないような副鼻腔内の空間に到達させることが可能であ
る。
【００４０】
　図３～５に関して上記に述べたように、旋回プリズムの回転はダイアルによって調節す
ることができる。図６に示されるように、旋回プリズムの回転を調節するために近位端側
ダイアル１０４が内視鏡１０のハンドル５２に配置されている。近位端側ダイアル１０４
は円形の形態を有し、近位端側ダイアル又はダイアルを所望の位置にまで回転させるため
の作用点を与える隆起部１０６を含んでいる。更に、隆起部はダイアルの位置について触
覚を与え、各隆起部間の溝１０８が使用者の指が置かれる領域を与える。一実施形態では
、近位端側ダイアル１０４の周囲に８本の隆起部が等間隔で配されるが、これよりも少な
いか又は多い隆起部をダイアルの周囲に配してもよい。隆起部の高さは約１．２７ｍｍ（
０．０５インチ）であり、使用者の好みに応じて高くしても低くしてもよい。更に、各隆
起部間の間隔は約５．７９ｍｍ（０．２２８インチ）であり、ダイアル上に配される隆起
部の数及び隆起部の幅に応じてこの間隔を大きくしても小さくしてもよい。
【００４１】
　引き続き図６を参照すると、内視鏡のハンドル５２には、旋回プリズム７２の角度に関
する情報を与える標示１０７を近位端側ダイアル１０４に隣接して設けてもよい。この実
施形態では、旋回プリズム７２の相対角度を示すマーカー１０８が近位端側ダイアル自体
に更に設けられている。図に示されるように、近位端側ダイアルに隣接して設けられた標
示１０７は、０°～１８０°の間の旋回プリズム７２の相対角度を示す。
【００４２】
　一実施形態では、図６に示されるように遠位端側ダイアル又はシャフトダイアル１１０
が内視鏡のハンドル５２に配置されており、シャフトダイアル１１０は内視鏡シャフト３
０の回転を調節する。シャフトダイアル１１０上には、内視鏡シャフト３０の相対位置を
示すマーカー１１２が示されている。より詳細には、シャフトダイアル上のマーカー１１
２は、内視鏡１０の遠位端部７０の窓７５（図３を参照）の相対位置を示している。図６
に示されるように、マーカー１１２は内視鏡の上面に位置しているため、窓７５も同様に
内視鏡１０の上面を向いており、内視鏡１０は概ねこの同じ方向に周囲を見ることができ
る。シャフトダイアル１１０を回転させることによって内視鏡は３６０°の１回転の回転
方向において周囲を見ることができる。ハンドル５２全体を回転させることなく内視鏡シ
ャフト３０を回転させる回転シャフトダイアル１１０を有することは、ライトポスト１０
９を回転させることなく内視鏡シャフト３０を回転させることができるために有利となり
うる。
【００４３】
　図７は、内視鏡１０のハンドル５２に取り付けられたハンドルアタッチメント１１４を
示す。ハンドルアタッチメント１１４は、使用者が内視鏡１０を保持した状態でダイアル
１０４及び１１０を回転させることを助けるものである。ハンドルアタッチメント１１４
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はハンドル５２に固定するか、かつ／又はハンドル５２から枝分かれしているライトポス
ト１０９上にスナップ嵌めすることができる。ハンドルアタッチメント１１４のライトポ
スト部分１１６はライトポスト１０９にスナップ嵌合してライトポスト１０９から放射さ
れる熱から使用者を遮蔽する。ハンドルアタッチメント１１４及び内視鏡１０を保持する
には、使用者の手の掌がハンドルアタッチメント１１４の本体１２０上に置かれた状態で
使用者の親指と伸ばした人差し指との間の湾曲部をハンドルのライトポスト部分１１６の
下側の曲線部１１８に位置させる。ハンドルアタッチメント１１４は使用者に内視鏡を保
持する際の快適性及びバランスを与え、更にダイアル１０４及び１１０を回すための更な
るトルクを与えうる。内視鏡１０をハンドルアタッチメント１４で保持することにより、
使用者は親指と人差し指で近位端側ダイアル１０４を回し、薬指又は小指で遠位端側ダイ
アル１１０に接触することができる。
【００４４】
　内視鏡のハンドル５２上にスナップ嵌めされる巻き付き型ハンドルアタッチメント１２
２の別の実施形態が図８に示されている。巻き付き型ハンドルアタッチメント１２２は、
ダイアル１０４及び１１０の回転を妨げることなく使用者がしっかりと内視鏡を握ること
を可能にするものである。ハンドルアタッチメントの背部１２４は使用者の掌の中の様々
な位置に収まるように比較的長く丸みを帯びた設計となっている。ライトポスト切り欠き
部１２６により、ハンドルアタッチメント１２２をハンドル５２の周囲に約２７０°にわ
たって動かす、又は配置できることにより、使用者による様々な握り方を助ける。ハンド
ルアタッチメント１２２は開口部１２８を含むことにより、ダイアル１０４及び１１０へ
のアクセスを引き続き与えつつ各ダイアル及び内視鏡１０のハンドル５２にハンドルアタ
ッチメント１２２が半分以上重なるようになっている。
【００４５】
　内視鏡１０のハンドル５２上にスナップ嵌めされる脚部１３２を含むハンドルアタッチ
メント１３０の更なる別の実施形態が図９に示されている。ハンドルアタッチメント１３
０は、使用者の掌に収まる背部１３４、及び近位端側ダイアル１０４を覆うように延びる
ダイアルカバー１３６を含んでいる。図９には更に、ライトポスト１０９が収まるライト
ポストスロット１３８が示されている。使用者は内視鏡１０をハンドル１３０で保持する
際、ダイアル１０４及び１１０に自由に指を引っかけることができる。
【００４６】
　内視鏡１０の光ファイバー５４は密封されたチャンバ内に収容することによって内視鏡
をオートクレーブすることができる。
【００４７】
　図１０に示される別の実施形態では、ハウジング１４２に中間蛇腹連結要素１５４が取
り付けられ、ネジ機構を駆動する近位端側ダイアル１０４によって長手方向の運動が制御
されるようになっている。近位端側ダイアルに取り付けられたピン１４４が、ハンドル５
２の内部へとハウジング１４２に設けられた湾曲溝を通じて延びている。内視鏡内部の内
側シールド１６０には近位端側蛇腹連結要素１５６及び遠位端側蛇腹連結要素１５８が更
に固定されており、各蛇腹連結要素１５４、１５６、及び１５８の間には可撓性の蛇腹１
６２が配置されている。近位端側ダイアル１０４が回されると、ピンが湾曲溝に沿って動
き、ハウジング１４２を内視鏡の長手方向軸に沿って近位端方向又は遠位端方向に動かし
、更に中間蛇腹連結要素を動かす。中間蛇腹連結要素は前後に動くと、中間蛇腹連結要素
に取り付けられた押し／引き機構１５２を動かすことによって旋回プリズムを駆動する。
内側シールド１６０は光ファイバー５４用の密封チャンバ１５１を形成している。押し／
引き機構は、旋回プリズムに取り付けられたアクチュエータ、引張りワイヤ、バー、ハイ
ポチューブなどでよい。この実施形態では、中間蛇腹連結要素１５４に取り付けることが
可能なハイポチューブ又は回転シャフトを回転させるためのトルクを各蛇腹連結要素が容
易に伝達することができる。
【００４８】
　一実施形態では、内視鏡１０は再使用可能な器具である。従来、内視鏡はステリゾール
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、オートクレーブ、又は他の公知の処理によって各使用の間に処理されている。内視鏡を
処理するのに要する時間は相当の時間となる場合があり、各症例間で遅れを生じたり、次
々に行われる手術のために複数の内視鏡を購入する必要が生じる。一実施形態では、使い
捨て式の滅菌スリーブ１６４（図１を参照）を内視鏡１０とともに使用する。滅菌スリー
ブは高さが低く、先端部はプリズムが見えるように光学的に透明となっている。滅菌スリ
ーブは、手術を行うために患者の体内に挿入された内視鏡の全長にわたって配されること
により、患者と内視鏡との間に直接的な接触が生じない。また、滅菌スリーブは使用者と
内視鏡との間に直接的な接触が生じないように内視鏡の近位端及びカメラを覆ってもよい
。手術が終了した後、使用者は単純に滅菌スリーブを外して廃棄し、次の症例では内視鏡
に新しい滅菌スリーブを被せて挿入する。滅菌スリーブを使用することにより、各症例間
又は院内環境で内視鏡を処理する必要性をなくすことができる。
【００４９】
　各症例の手術の間、内視鏡の先端部に付着した破片、血液及び／又は粘液のために内視
鏡は画像の明瞭性が低下する傾向がある。従来、執刀医又は使用者は内視鏡を患者から頻
繁に取り出して内視鏡の先端部を掃除していた。また、執刀医によっては、手術部位での
洗浄を可能とするために液体及び／又は真空を供給する、内視鏡シャフトを覆った開放シ
ースを有する内視鏡洗浄システムを使用している。各洗浄用シースは内視鏡の形状に合わ
せて特に設計され、内視鏡の先端部の形状は視野角によって異なるため、複数の洗浄用シ
ースを対応させて使用する必要がある。したがって、使用者が手術の間に内視鏡の視野角
を変更したい場合には洗浄用シースも交換しなければならない。下記に述べる一実施形態
では、洗浄システム及びシースを内視鏡１０とともに使用する。上記に述べたように、内
視鏡１０の形状は所望の視野の方向が変化しても変化しないため、本明細書で述べる旋回
プリズム型内視鏡では１個の決まったシースを使用することができる。
【００５０】
　図１１～１３には、洗浄システム１６８が内視鏡１０に装着された状態が示されている
。洗浄システムは、第１の円錐要素１７２と第２の円錐要素１７４との間に配置されたボ
タン１７０を含んでいる。第１の円錐要素１７２及び第２の円錐要素１７４はバネ１７６
によって互いに連結されている（図１２）。この実施形態では、第１の円錐要素１７２は
内視鏡に固定され、第２の円錐要素１７４は払拭シース１７８に連結されている。払拭シ
ースの遠位端には、親水性エラストマーであってよい布帛１８０が配されている。図１１
及び１２に示されるように、洗浄システム１６８は休止状態にあり、伸長バネ１７６が引
っ張られた状態にあり、第１及び第２の円錐要素は互いからの距離が最小となる位置にあ
る。休止状態では、布帛１８０は図１１に示される内視鏡のレンズ７５の近位端側に配置
されている。
【００５１】
　洗浄システム１６８を前方に動かして内視鏡のレンズ７５を掃除するためには、ボタン
１７０を押すと、ボタン１７０は内視鏡の中心軸からいずれかの方向にずれるように動く
。第１の円錐要素１７２は内視鏡に固定されているため、このボタンの動きにより第２の
円錐要素１７４が前方に動く。払拭シース１７８は第２の円錐に取り付けられているため
、第２の円錐要素１７４が前方すなわち遠位端方向に動くことによって、払拭シース１７
８も前方に動き、レンズ７５に被さるように布帛１８０を押す。洗浄システムの作動状態
が図１３に示されている。布帛１８０はエラストマーであり、そのためレンズ７５の形状
と一致して破片、粘膜及び／又は血液をレンズから拭いとる。多孔質かつ親水性の布帛は
レンズに付着した液体をすべて吸収する。ボタン１７０が解放されると、バネが反発して
レンズの近位端側の所定位置にまでレンズ上を通るようにして布帛を引き戻す。
【００５２】
　一実施形態では、布帛１８０はロッド、メッシュなどの支持構造を有することにより、
布帛が遠位端方向へと前方に押される際にひだになったり折り畳まれることが防止される
。更に、布帛１８０の前側となる遠位端縁は、シリコーン、ゴム、又は他の特定の親水性
材料とすることにより、液体をレンズ７５から前方（遠位端方向に）拭き取ることができ
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る。布帛の前側となる遠位端縁には、多数のスリットを切り込むことにより、レンズから
の破片の拭き取り又は押し出しを助けることができる。
【００５３】
　上記に述べた実施形態では、内視鏡１０は比較的剛性のシャフトを有してよい。しかし
ながら、内視鏡１０のシャフトを可撓性とすることも考えられ、これにより内視鏡の視野
を大幅に広げることができる。図１４に示されるように、典型的な内視鏡の可撓範囲内の
任意の位置において固定領域Ａ又はＢを可視化することができる典型的な内視鏡が示され
ている。図１５に示される本発明の一実施形態は、内視鏡１０内部の旋回プリズムの曲が
り方又は位置を改変することによってより広い範囲Ａ’又はＢ’を可視化することが可能
である。ファイバースコープ又はビデオチップ技術を組み込んだ可撓性内視鏡を構成する
ことも考えられる。このような可撓性の内視鏡は、可変かつ広い視野が望ましい鼻腔内、
副鼻腔内、頭蓋底、喉頭、整形外科、腹部、及び他の手術において有用なものとなりうる
。
【００５４】
　一実施形態では、内視鏡１０はロッドレンズ技術を用いて画像を取得して内視鏡のシャ
フトに沿って画像を伝送する。別の実施形態では、当該技術分野において理解されるよう
に内視鏡の遠位端部周辺が剛性を有することが求められるビデオチップ技術を用い、画像
が伝送される導線は内視鏡のシャフトの小径化を可能とするものである。ビデオチップ技
術による画像の取得により、画像の品質や使用者によって視認される画像のサイズを低下
させることなく内視鏡の遠位端部の直径を小径化することも可能となる。現在のビデオチ
ップ技術では、内視鏡の遠位端の最小の直径は１．２ｍｍ～約１．８ｍｍであることが求
められる。照明用ファイバー及び旋回プリズム用の機械的機構が追加されることにより、
ビデオチップ技術を用いた内視鏡は、内視鏡の遠位端部の直径が４ｍｍ未満となるように
構成することができる。
【００５５】
　旋回プリズム型内視鏡などの内視鏡が小型化された後の照明領域を拡大し、画像の撮像
領域を拡大する特定の実施形態を開示する。内視鏡を小径化又は小型化すると、光ファイ
バーの数が減少し、そのためこうした光ファイバーを利用する照明領域が小さくなる。更
に、内視鏡を小型化することによって戻り画像（return image）用の光学要素のサイズが
より小さくなることから画像の撮像領域が小さくなる。図１６に示されるように、小型化
された内視鏡の一実施形態は、約０°～約３０°の異なる角度で重なった光ファイバー１
８２を含んでいる。この実施形態では、この角度が選択された内側ファイバー１８２ａか
ら外側又は外縁ファイバー１８２ｂへと大きくなるように光ファイバーを配列することが
可能であり、これによりより広い照明領域Ａが形成されるようになっている。
【００５６】
　図１７に示される別の実施形態では、光ファイバー１８２の端部に発散レンズ１８４を
配置することによってより広い照明用ビームＢを形成することができる。この実施形態で
は、各光ファイバーの重なりは約０°であるが、発散レンズを図１６に示されるものと同
様の重なり合った光ファイバーと組み合わせることによって照明用ビームの発散性を増幅
することができる。発散又は拡大レンズは、ビームの発散に必要とされる曲率を有するガ
ラスのブロックから作製した後、エッジ効果が最小に抑えられるように鋸又は高圧の水の
ジェットによって分割することができる。個々の発散レンズの非機能面をニッケル又は金
でコーティングして内部反射表面を形成することによって光漏れを低減することができる
。小型化された内視鏡の光ファイバーへの入射光の出力を、標準的な内視鏡の照明強度と
一致するように高めることができることが知られている。
【００５７】
　プリズムを通じて戻り光線によって撮像された視野を維持又は向上させるため、小型化
された内視鏡に発散レンズを使用することができる。図１８に示されるように、小型化さ
れた内視鏡は第１のプリズム１８６及び第１のプリズムと接触した第２のプリズム１８８
を含んでいる。第２のプリズム１８８上には視野Ｃを大きくする発散レンズ１８４が更に
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配置されている。図１９は、第１のプリズム１８６のみを使用し、第１のプリズムの近く
に発散レンズ１８４が配置された小型化内視鏡を示している。図１９に示されるように、
φは、戻り光線について内視鏡の軸に対して最適化することができる。
【００５８】
　別の実施形態では、遠位端プリズム１８６に凹レンズすなわち屈折力が負のレンズを装
着することによって戻り光学系について戻り画像の撮像領域を大きくすることができる。
図２０に示されるように、屈折力が負のレンズすなわち凹レンズ１９０を、屈折力が正の
レンズすなわち発散レンズ１８４と組み合わせることによって光ファイバーの収差を最小
に抑えつつより広い画像の撮像角度を実現して画像品質を高めることができる。この実施
形態では、レンズを方向転換させずとも広角度画像の範囲が標的領域をカバーするうえで
充分である場合にはプリズムの方向転換機構を省略することができる。方向転換機構が省
略された実施形態では、これにより小型化された内視鏡の内部に更なる照明用光ファイバ
ーを追加するための空間が与えられるために標的領域がより効果的に照射されるとともに
信頼性が高められる。
【００５９】
　図２１に示される別の実施形態では、２個の屈折力が負のレンズを、プリズム方向転換
機構を含む小型化内視鏡の１個のプリズムとともに使用している。図２１に示されるよう
に、第１の屈折力が負のレンズすなわち凹レンズ１９０ａがプリズム１８６に対して遠位
端側に配置され、第２の屈折力が負のレンズすなわち凹レンズ１９０ｂがプリズム１８６
に対して近位端側に配置されている。この実施形態では、第１及び第２の凹レンズは必要
に応じて互いに協働するか独立して動作することができる。更に、屈折力が正のレンズす
なわち凸レンズ１８４が第１の凹レンズ１９０ａの遠位端側に配置されている。発散レン
ズ１８４は第１及び第２の凹レンズ１９０ａ及び１９０ｂと協働してレンズ系における光
学収差を低減し、画像の品質を高める。
【００６０】
　次に図２２Ａを参照すると、内視鏡のハンドル５２の一実施形態は、液体がハンドル５
２の内外に自由に移動できるように開放された構成とすることができる。これにより、密
封チャンバ１５１の密封状態を維持したまま、内視鏡のハンドル５２を掃除、乾燥するこ
とができる。一実施形態では、近位端側本体５２はハンドル５２のハウジングに孔１９２
を形成することによって開放型の構成を有している。別の実施形態では、メッシュを用い
て開放型ハンドル５２を構成することもできる。開放型の構成を用いない場合、液体が破
れたシールを通じてハンドル５２の内側チャンバに浸入する可能性がある。ハンドル５２
の内側チャンバに浸入するあらゆる液体は構成部品を錆させ、細菌を増殖させる可能性を
有する。したがって、ハンドル５２を開放型の構成とすることによって、浸入する液体が
孔１９２からより容易に蒸発又は排液されるため、ハンドルの内側チャンバにおけるこう
した問題が防止される。
【００６１】
　光ファイバー１９４が、ライトポスト１９３から密封チャンバ１５１又は光学チャンバ
内に延びる。この実施形態では、内視鏡シャフトがライトポストに対して回転できるよう
に光ファイバーが自由に動ける必要がある。密封チャンバ１５１に対するシールを維持す
るため、可撓性シース１９６が光ファイバー１９４を被覆するとともに密封チャンバに固
定されている。この可撓性シースはシリコーン又は鋼材で形成することができる。可撓性
シース１９６は光ファイバーを動かせるようなものであり、光ファイバーを損傷から保護
する。
【００６２】
　図２２Ｂに示される別の実施形態では、ライトポストは取り除かれており、光ファイバ
ー１９４は可撓性シース１９６の内部に収容されてハンドル５２から延出している。この
実施形態では、光ファイバーは内視鏡から遠く離れた光ケーブルに接続される。光ポスト
を取り除くことにより、使用者が内視鏡を保持するハンドルの部位に熱が蓄積することが
防止される。
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【００６３】
　図２３には、内視鏡の内部機構が外部環境から密封されている更に別の実施形態が示さ
れている。図２３は、内視鏡１０のハンドル５２の断面図を示したものであり、内部の駆
動機構は分かりやすさのために取り除いてある。この実施形態では、鉄分を含んだ液体（
鉄粒子が混入されたオイルでよい）が各ダイアルすなわちダイアル１０４及びダイアル１
１０と、ハンドル５２の内側部分との間の空間１９８に注入される。図２３に示されるよ
うに、ダイアル１０４及び１１０の表面上に歯状部１９９が形成されることによって鉄分
を含んだ液体が閉じ込められている。歯状部をハンドルの内表面に形成することも考えら
れる。ダイアル１０４及び１１０又はハンドル５２のいずれかが空間１９８の近くに配置
されるかあるいは空間１９８を形成する磁石を有してよく、これらの磁石が磁性を有する
鉄分を含んだ液体を引きつけて結合する。別の実施形態では、ダイアル及びハンドルの両
方が空間１９８に磁石を含んでもよい。図２３に示されるように、遠位端側ダイアル１１
０の歯状部は、内視鏡のシャフトと連結されてハンドルの内側チャンバの内部に配置され
るダイアルの近位端側の部分に形成されている。したがってハンドルの内周に沿って形成
される空間が液体シールとなる。
【００６４】
　ダイアル１０４及び１１０又はハンドル５２の内部の磁石と鉄分を含んだ液体との間の
こうした結合のため、各ダイアルは摩擦をほとんど又はまったく生じずにハンドルに対し
て動くことができる。更に、この結合によってハンドルの内側チャンバは外部環境から密
封される。これらの液体シールは一般的なＯリングのように摩耗することがなく、高い圧
力に耐えうるものである。
【００６５】
　次に図２４Ａ及び２４Ｂを参照しながら鼻腔及び副鼻腔の解剖学的構造内で旋回プリズ
ム型内視鏡を使用する方法の一実施形態を説明する。説明を簡単にするため、図２４Ａ及
び２４Ｂには、鼻Ｎ、鼻腔１００９、及び副鼻腔の自然孔１０２０を有する不特定の副鼻
腔１０２２を示す。異なる実施形態において、内視鏡１０は、上顎洞、前頭洞、蝶形骨洞
、篩骨洞及びこれらに付随する孔を対象とした手術で使用することができる。例えば、図
２５Ａ～２５Ｄは、蝶形骨洞の自然孔の拡張を行う方法を示したものである。しかしなが
ら、副鼻腔の内、上顎洞及び／又は前頭洞は、１つ以上の自然の解剖学的構造を除去せず
に内視鏡を使用して可視化することが通常困難であることから、本願の旋回プリズム型内
視鏡は、これらの副鼻腔に行われる手術で使用することがより一層効果的である。したが
って、図２４Ａ及び２４Ｂは一般的な副鼻腔を示したものであり、図２５Ａ～２５Ｄは蝶
形骨洞を示したものであるが、本発明の内視鏡はあらゆる副鼻腔及び／又は鼻腔に行われ
るあらゆる好適な手術において使用することができる。更なる代替的な実施形態では、本
願の内視鏡を、拡張及び／又はステント留置などのエウスタキー管手術、頭蓋顔面骨折の
修復、声門下狭窄拡張術、扁桃摘出術、アデノイド切除術などの気道手術を含む（ただし
これらに限定されない）、耳、鼻又は咽喉の解剖学的構造の他の部分に行われる手術にお
いて使用することができる。
【００６６】
　図２４Ａに示されるように、一実施形態では、旋回プリズム型内視鏡１０を、光線ライ
ン１０２４によって示されるように内視鏡の視野角をほぼ０°（すなわち真っ直ぐ前方の
視野）に調節してヒト又は動物患者の鼻Ｎに挿入することができる。代替的な実施形態で
は、内視鏡１０は、多くの「真っ直ぐ前方」の角度と同様、０°では視認できず、約５°
～約１０°の間で視認可能である。いずれの場合も、医師は真っ直ぐ前方の視野を用いて
鼻腔１００９を通じて、例えば上顎洞、前頭洞、蝶形骨洞、篩骨洞の孔のような、副鼻腔
の孔１０２０に向かって内視鏡１０を進める。図２４Ｂは、より進められた位置の内視鏡
１０を示す。内視鏡１０を進める間又はその後のある時点で、医師は内視鏡３０の旋回プ
リズムを調節して例えば孔１０２０の方向を見るように視野角を変更することができる。
一実施形態では、内視鏡１０が自動焦点要素を含むことにより、旋回プリズムが調節され
て視野角が変更される際に内視鏡１０は自動的に再び焦点を合わせる。孔１０２０を視認
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した後、医師は視野角をそのままにしておくか、異なる解剖学的構造、副鼻腔の解剖学的
構造内に挿入された更なる装置などを見るために更に調節を行うかを決定することができ
る。特定の実施形態では、手術中の任意の時点において医師は内視鏡１０の視野角を所望
の角度にロックすることができる。ヒト又は動物患者の鼻から装置を引き抜く際には、医
師は再び視野角を０°に調節するか、視野角を手術中の任意の段階における角度のままと
しておくことができる。このような方法又はその多くの変形例のいずれにおいても、医師
は手術中に複数の異なる内視鏡間で切り換えを行ったり曲がった部分を回り込んでみるた
めに組織を取り除く必要なくして鼻腔１００９、副鼻腔の孔１０２０及び／又は副鼻腔１
０２２の解剖学的構造、並びに１つ以上の手術装置を見ることができる。
【００６７】
　図２５Ａ～２５Ｄは、副鼻腔（本例では蝶形骨洞）の孔を視認及び治療するための方法
の異なる工程を示すヒトの頭部の部分矢状断面図を示したものである。図２５Ａでは、旋
回プリズム型内視鏡１０が鼻Ｎを通じ、鼻腔１０１２を通って蝶形骨洞１０１６の孔１０
１４に近い位置に導入されている。内視鏡は第１の真っ直ぐ前方（又は内視鏡の長手方向
軸から約５°～約１０°のほぼ真っ直ぐ前方）の視野角を用いて周辺の解剖学的構造を見
るために使用されている。
【００６８】
　図２５Ｂでは、内視鏡１０の視野角は副鼻腔１０１６の孔１０１４を見るために変更さ
れている。代替的な一実施形態では、内視鏡１０の視野角を調節する前に１つ以上の治療
又は診断用装置を鼻腔１０１２内に進めることができる。実際、内視鏡１０を必要に応じ
て任意の更なる装置と任意の適当な順序又は方法で組み合わせて前進、調節、抜去などを
行うことが一般的にできる。
【００６９】
　図２５Ｃに示されるように、一実施形態では、必ずしもではないが場合によりガイドワ
イヤ１１０及び／又はバルーンカテーテルを予め装備したガイドカテーテル２１２を次に
鼻腔１０１２内に進めることができる。次いでガイドワイヤ１１０をガイドカテーテル２
１２の遠位端から進めて副鼻腔の孔１０１４から蝶形骨洞１０１６内へと通過させること
ができる。バルーンカテーテルなどの作動装置１００６をガイドカテーテルを通じてガイ
ドワイヤ１１０上に導入することにより、膨張バルーンなどの膨張部材を副鼻腔の孔１０
１４内に配置することができる。
【００７０】
　この後、図２５Ｄに示されるように、作動装置１００６を使用して診断又は治療のため
の処置を行う。この特定の例では、処置は蝶形骨洞の孔１０１４の拡張であり、装置１０
０６のバルーンを膨張させて孔１０１４を拡大する。処置の完了後、副鼻腔ガイドカテー
テル２１２、ガイドワイヤ１１０及び作動装置１００６を引き抜いて取り出す。処置の全
体を旋回プリズム型内視鏡１０を使用して観察することができる。
【００７１】
　本開示の特徴を用いてあらゆる副鼻腔の孔、又は鼻、副鼻腔、鼻咽腔若しくは隣接領域
内の他の人工若しくは自然に存在する解剖学的開口部若しくは通路を拡張又は改変するこ
ともできる。本特許出願で述べるこの処置又はあらゆる処置において、操作者は他の種類
のカテーテルを更に進めることが可能であり、ガイドワイヤ１１０、ガイドカテーテル２
１２又はこれらの両方が方向転換可能（例えば捩じることができる、能動的に変形させる
ことができるなど）、又は成形可能又は変形可能であってよい。更に、異なる代替的実施
形態では、内視鏡１０及びガイドカテーテル２１２のような１つ以上の他の装置を一体化
することもできる。一実施形態では、例えばガイドカテーテル２１２は内視鏡１０を通過
させることが可能な内視鏡管腔を含んでもよい。
【００７２】
　内視鏡３０は、副鼻腔ガイドを配置する際のＸ線透視法による可視化の必要性、及び／
又は作動装置１００６によって行われる処置の可視化の必要性を低減又はなくすうえで有
用でありうる。１６５°の視野を与える旋回プリズムと組み合わせることにより、内視鏡
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は副鼻腔への開口部、更には副鼻腔自体の内部を見ることを可能とし、これにより、ガイ
ドワイヤ１１０を所望の副鼻腔内に案内するために用いられる充分な視覚的フィードバッ
クを与えることができる。
【００７３】
　図２６は、本開示の旋回プリズム型内視鏡１０とともに使用することが可能な副鼻腔ガ
イドシステム２１０の一実施形態を示したものである。副鼻腔ガイド２１２は真っ直ぐか
つ変形可能なものでもよく、あるいは上記、並びに米国特許出願公開第２００６／００４
３２３号、同第２００６／００６３９７３号、及び同第２００６／００９５０６６号（こ
れらをいずれもその全容において本明細書に援用する）に述べられるような予め形成され
た湾曲部又は折曲部を有するものでもよい。副鼻腔ガイド２１２が湾曲又は折曲している
実施形態では、湾曲部又は折曲部の偏向角度は最大で約１３５°の範囲でよい。この副鼻
腔ガイドシステム２１０は、副鼻腔ガイド２１２、及びカメラ／送信／内視鏡アセンブリ
２１４を含んでいる。副鼻腔ガイド２１２のこの実施形態は、図２８Ａ～２８Ｃにより詳
細に示されている。図に示されるように、この副鼻腔ガイド２１２は、概ね隣り合わせに
配置された副鼻腔ガイド本体２２６及び内視鏡通路２２８を含んでいる。上記に述べたよ
うに、旋回プリズム型内視鏡１０は副鼻腔ガイドシステム２１０とは別に挿入することが
できる。しかしながら特定の用途では、内視鏡１０を内視鏡通路２２８を通じて挿入する
こともできる。したがって、システム２１０は内視鏡通路２２８を有さずともよい。いず
れのアプローチでも、旋回プリズム型内視鏡をカメラ／送信アセンブリ、並びにモニター
２３６及びビデオレコーダ２４０を含むコンソール２３４に接続することができる。
【００７４】
　副鼻腔ガイド本体２２６は、生体適合性ポリマー材料から形成されたポリマー管のよう
な管腔２４５を有する管２４４（例えば図２８Ｂを参照）とすることができる。場合によ
り、ライナー２４６（図２８Ｂ）を管２４４の管腔２４５の内部に配してもよい。こうし
たライナーは、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）などの潤滑性又は滑性の材料で
形成することができる。更に、場合により、管２４４の近位端部をステンレス鋼のハイポ
チューブなどの材料で形成された外側管状部材２４２で包囲してもよい。図に示される実
施形態では、管２４４の遠位端部は外側管２４２の遠位端を超えて外部に延出している。
管２４４の突出した遠位端部は真っ直ぐであっても湾曲していてもよい。更に、遠位端部
は製造時に予め成形されていてもよく、使用時に所望の形状に変形可能なものであっても
よい。副鼻腔の孔にアクセスするための使用を目的とする場合には、管２４４の遠位端部
は約０°～約１２０°の角度Ａをなすように曲げることができる。例えば、角度Ａが０、
３０、７０、９０、及び１１０°であるような一連の副鼻腔ガイド２１２を与えることに
よって、アクセスしようとする特定の副鼻腔の孔に最も適した副鼻腔ガイドの角度Ａを医
師が選択することができる。
【００７５】
　更に、特定の実施形態では、図２６、２８Ａ及び２８Ｂに示されるように、副鼻腔ガイ
ド２１０の近位端部の周囲に回転グリップ２６０を配置することができる。この回転グリ
ップ２６０は、操作者の指の間に挟んで容易に回転させることが可能な滑らか又はざらつ
きのある丸みを帯びた外表面（例えば円筒形の管でよい）を有することにより、副鼻腔ガ
イド２１２が使用される際の回転（例えばローリング）を助ける。このような副鼻腔ガイ
ド２１２の回転は、所望の位置に副鼻腔ガイド２１２の遠位端を配置するなどの（ただし
これに限定されない）多くの理由により望ましい場合がある。
【００７６】
　副鼻腔ガイドシステムを内視鏡通路と組み合わせて構成することが望ましい場合、通路
２２８は可撓性の内視鏡の前進を案内することが可能な任意の構造（例えば管、軌道、溝
、レールなど）を有しうることは認識される。これらの図に示される特定の例では、内視
鏡通路２２８は管腔２２９が内部を通じて延びる管（例えばポリマー管）からなる。図２
６～２８Ｃに示される実施形態では、内視鏡通路２２８は副鼻腔ガイド本体２２６に取り
付けられ、副鼻腔ガイド本体２２６のほぼ全長にわたって延びている。別の実施形態では
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、内視鏡通路２２８は副鼻腔ガイド本体２２６の内部に配置することができる。他の実施
形態では、内視鏡通路２２８は途中で切れた非連続的なものであってもよく、副鼻腔ガイ
ド本体２２６の全長よりも短い部分にわたって延びていてもよい。外皮層２４０を副鼻腔
ガイド本体２２６及び内視鏡通路２２８の周囲に熱収縮又は配置することにより、内視鏡
通路２２８を副鼻腔ガイド本体２２６の外表面上の所望の位置に保持することができる。
また、内視鏡通路２２８は、接着剤、ハンダ付け、溶接、熱溶着、共押出し、バンド結合
、クリップ結合などの（ただしこれらに限定されない）他の任意の適当な取付け物質、装
置又は方法によって副鼻腔ガイド本体２２６の１つ以上の位置に取り付けることもできる
。内視鏡通路２２８の特定の外周上での位置は、特定の用途において、特に副鼻腔ガイド
本体２２６が遠位端部２４４に形成された湾曲部を含むような場合に重要となりうる。こ
の点に関し、特定の用途では、内視鏡通路２２８を副鼻腔ガイド本体２２６の特定の外周
上の位置に取り付けることによって、付近の解剖学的構造に邪魔されずに内視鏡通路２２
８に挿入された内視鏡１０により所望の又は最適な観察に有利な点からの視野を与えるこ
とができる。旋回プリズムを有するかあるいは可撓性の構造をなす、上記に述べた旋回プ
リズム型内視鏡とは異なる第２の内視鏡（図示せず）を内視鏡通路から挿入することがで
きる点も認識されるはずである。
【００７７】
　再び図２６～２８Ｃを参照すると、近位端側Ｙコネクタ２４１を副鼻腔ガイド２１２の
近位端に取り付けることができる。このＹコネクタの第１のアーム２４３ｂは、副鼻腔ガ
イド本体２２６の管腔２４５に連結される雌ルアー嵌合部を含んでいる。他方のアーム２
４３ａは、内視鏡通路２２６の管腔２２９に連結される雌ルアー嵌合部である。
【００７８】
　カメラ／ケーブル／内視鏡アセンブリ２１４はアーム２４３ａに取り付けることができ
る。図２６及び２９に示される特定の実施形態では、カメラ／ケーブル／内視鏡アセンブ
リ２１４は、調節可能な内視鏡／ロック延長部２１６、カメラ２２０、及びモニターケー
ブル２２４を含んでいる。内視鏡本体３０は、内視鏡／ロック延長部２１６及び内視鏡通
路２２８の管腔２２９を通じて進めることができる。図２７に示されるように、光ケーブ
ル２５０及びモニターケーブル２２４を、モニター２３６、光源２３８及びビデオレコー
ダ２４０を収容したコンソール２３４に接続することができる。また、内視鏡１０を副鼻
腔ガイドシステム２１２とは別々にコンソール２３４に直接接続してもよい。
【００７９】
　以上、本発明を本発明の特定の実施例又は実施形態に関して上記に述べたが、本発明の
目的とする要旨及び範囲から逸脱することなくこれらの実施例及び実施形態に様々な追加
、削除、変更及び改変を行うことが可能であり、かつ／又は均等物に置き換えることが可
能である。例えば、１つの実施形態又は実施例の任意の要素若しくは属性は、そうするこ
とによってその実施形態又は実施例がその目的とする用途にそぐわないものとならないか
ぎりにおいて、別の実施形態又は実施例に取り入れるか、又は別の実施形態又は実施例と
ともに使用することが可能である。更に、特定の条件、材料、物質の組成、方法、方法の
１乃至複数の工程を本発明の目的、趣旨及び範囲に適合させるような多くの改変を行うこ
とが可能である。こうした改変はすべて、本明細書に添付される特許請求の範囲に含まれ
るものとする。
【００８０】
〔実施の態様〕
（１）　副鼻腔への開口部若しくは通路内に、又は前記開口部若しくは通路を通じて治療
用装置を進めるための方法であって、
　可変視野方向型内視鏡を、前記内視鏡の長手方向軸に対して約０°～約１５°の第１の
視野方向に調節して鼻腔内に導入することと、
　前記鼻腔内に治療用装置を導入することと、
　前記内視鏡を、前記副鼻腔の開口部又は通路に向かう第２の視野方向に調節することと
、
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　前記治療用装置を前記副鼻腔の開口部内に、又は前記開口部を通じて進めることと、
　前記第２の視野方向に調節された前記内視鏡を用いて前記副鼻腔の開口部若しくは通路
、又は前記治療用装置の少なくとも１つを視認することと、
　を含む、方法。
（２）　前記治療用装置がバルーン膨張型カテーテルを含み、前記方法が、前記カテーテ
ルのバルーンを膨張させることによって前記副鼻腔への前記開口部又は通路を拡大するこ
とを更に含む、実施態様１に記載の方法。
（３）　前記鼻腔内にガイドカテーテルを導入することを更に含み、前記治療用装置が可
撓性装置を含み、前記治療用装置を進めることが、前記ガイドカテーテルの管腔を通じて
前記装置を前記副鼻腔の開口部内に、又は前記開口部を通じて進めることを含む、実施態
様１に記載の方法。
（４）　前記可撓性装置がバルーン膨張型カテーテルを含む、実施態様３に記載の方法。
（５）　前記バルーンカテーテルを前記ガイドカテーテルを通じてガイドワイヤ上に進め
ることによって前記カテーテルのバルーンを前記副鼻腔の開口部に配置する前に、前記ガ
イドカテーテルの前記管腔を通じて前記副鼻腔内へと前記ガイドワイヤを進めることを更
に含む、実施態様４に記載の方法。
（６）　前記ガイドワイヤが、照明用遠位端を有する光ガイドワイヤを含み、前記方法が
、前記照明用遠位端が前記副鼻腔内に配置された状態で前記副鼻腔に光を通過させること
を更に含む、実施態様５に記載の方法。
（７）　前記治療用装置が洗浄カテーテルを含み、前記方法が、前記洗浄カテーテルを使
用して前記副鼻腔を洗浄することを更に含み、前記洗浄カテーテルの少なくとも１個の開
口部が前記副鼻腔の内部に配置される、実施態様１に記載の方法。
（８）　前記治療用装置が、前記副鼻腔又は前記副鼻腔への前記開口部若しくは通路の少
なくとも１つに植え込まれる薬物送達リザーバを含む、実施態様１に記載の方法。
（９）　前記副鼻腔の開口部が上顎洞の孔を含む、実施態様１に記載の方法。
（１０）　前記副鼻腔の開口部が、前頭洞の孔又は前頭洞流出路の少なくとも１つを含む
、実施態様１に記載の方法。
【００８１】
（１１）　前記副鼻腔の開口部が蝶形骨洞の孔を含む、実施態様１に記載の方法。
（１２）　前記副鼻腔の開口部が、篩骨洞の自然開口部又は人工の開口部を含む、実施態
様１に記載の方法。
（１３）　前記内視鏡を前記第１の視野方向、又は第３の視野方向に調節することによっ
て前記治療用装置又は前記鼻腔の解剖学的構造の少なくとも１つを視認することを更に含
む、実施態様１に記載の方法。
（１４）　副鼻腔への開口部若しくは通路内に可撓性装置を進めるための方法であって、
　可変視野方向型内視鏡を、前記内視鏡の長手方向軸に対して約０°～約１５°の第１の
視野方向に調節して鼻腔内に導入することと、
　前記鼻腔にガイドカテーテルを導入して該カテーテルの遠位先端を副鼻腔の開口部若し
くは通路の内部又は付近に配置することと、
　前記内視鏡を、前記副鼻腔の開口部又は通路に向かう第２の視野方向に調節することと
、
　可撓性装置を前記ガイドカテーテルの管腔を通じ、前記副鼻腔の開口部内へ、又は前記
開口部を通じて進めることと、
　前記第２の視野方向に調節された前記内視鏡を用いて前記副鼻腔の開口部若しくは通路
、又は前記可撓性装置の少なくとも１つを視認することと、
　を含む、方法。
（１５）　前記内視鏡が旋回プリズム型内視鏡を含み、前記視野方向を調節することが、
前記内視鏡のプリズムを回転させることを含む、実施態様１４に記載の方法。
（１６）　前記内視鏡の視野方向を調節する前に前記ガイドカテーテルを導入する、実施
態様１４に記載の方法。
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（１７）　前記ガイドカテーテルを導入する前に前記内視鏡の視野方向を調節する、実施
態様１４に記載の方法。
（１８）　前記可撓性装置を進めることが、副鼻腔の孔を通じて前記副鼻腔内へとガイド
ワイヤを進めることを含む、実施態様１４に記載の方法。
（１９）　前記ガイドワイヤ上にバルーンカテーテルを進めることによって前記バルーン
カテーテルのバルーンを前記副鼻腔の孔の内部に少なくとも部分的に配置することと、
　前記バルーンを膨張させて前記副鼻腔の孔を拡張することと、
　を更に含む、実施態様１８に記載の方法。
（２０）　前記可撓性装置を進めることが、前記開口部を通じて前記副鼻腔内へと洗浄カ
テーテルを進めることを含み、前記方法が、前記洗浄カテーテルを用いて前記副鼻腔を洗
浄することを更に含む、実施態様１４に記載の方法。
【００８２】
（２１）　前記可撓性装置を進めることが、前記開口部を通じて照明用ワイヤを前記副鼻
腔内へと進めることを含み、
　前記方法が、
　前記副鼻腔内に配置された前記照明用ワイヤの遠位端から光を送信することと、
　前記副鼻腔の外部から前記送信された光を視認することと、
　を更に含む、実施態様１４に記載の方法。
（２２）　ヒト又は動物患者の頭部の解剖学的構造を視認するための方法であって、
　可変視野角度型内視鏡を第１の視野角度に調節して前記患者の頭部に導入することと、
　前記第１の視野角度を有する前記内視鏡を使用して前記頭部の解剖学的構造を視認する
ことと、
　前記内視鏡のシャフトに対して回転する前記内視鏡のハンドルの第１の部分を前記内視
鏡の長手方向軸を中心として回転させることによって前記内視鏡を第２の視野角度に調節
することと、
　前記第２の視野角度を有する前記内視鏡を使用して前記頭部の解剖学的構造を視認する
ことと、
　を含む、方法。
（２３）　前記ハンドルの第２の部分を前記長手方向軸を中心として回転させることによ
って前記ハンドルの残りの部分を回転させることなく前記内視鏡の前記シャフトを回転さ
せることを更に含む、実施態様２２に記載の方法。
（２４）　前記ハンドルの前記第１の部分を回転させることによって前記内視鏡を前記第
１の視野角度又は第３の視野角度に調節することを更に含む、実施態様２３に記載の方法
。
（２５）　前記内視鏡を導入することが、前記内視鏡を鼻腔内に通すことを含み、前記視
認される解剖学的構造が、鼻腔の解剖学的構造、副鼻腔の孔への開口部又は通路、副鼻腔
、エウスタキー管の開口部、口腔、鼻咽腔、咽喉、喉頭、及び気管からなる群から選択さ
れる、実施態様２２に記載の方法。
（２６）　前記内視鏡が向いている視野方向を示す、前記内視鏡上の視野方向の指標を視
認することを更に含む、実施態様２２に記載の方法。
（２７）　前記患者の頭部に導入された少なくとも１つの医療用又は手術用装置を視認す
ることを更に含む、実施態様２２に記載の方法。
（２８）　ヒト又は動物患者の頭部内に通過させるように構成された可変視野方向型内視
鏡であって、
　近位端、遠位端、及び約５ｍｍ以下の外径を有する細長いシャフトと、
　前記シャフトに沿ってシャフト遠位端又はその近傍に配置された視認用窓と、
　前記内視鏡の視野方向を変更するために前記シャフトの前記遠位端の近傍に配置された
旋回可能なプリズムと、
　前記シャフトに配置され、前記プリズムが旋回する際に前記視認用窓により得られる視
野に自動的に焦点を合わせるように構成された自動焦点レンズと、
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　を備える、内視鏡。
（２９）　前記視認用窓が、前記シャフトの前記遠位端から前記シャフトの一側面に沿っ
て近位方向に延びる、実施態様２８に記載の内視鏡。
（３０）　前記内視鏡の視野が約６０°～約７０°の間である、実施態様２８に記載の内
視鏡。
【００８３】
（３１）　前記内視鏡が３００ワットのキセノン光源と適合性を有する、実施態様２８に
記載の内視鏡。
（３２）　ヒト又は動物患者の頭部内に通過させるように構成された可変視野方向型内視
鏡であって、
　近位端、遠位端、及び約５ｍｍ以下の外径を有する細長いシャフトと、
　前記シャフトに沿ってシャフト遠位端又はその近傍に配置された視認用窓と、
　前記内視鏡の視野方向を変更するために前記シャフトの前記遠位端の近傍に配置された
旋回可能なプリズムと、
　前記細長いシャフトの前記近位端に連結されるハンドルであって、前記プリズムを旋回
させることによって前記内視鏡の視野角を調節するための第１の回転ダイアルを含み、前
記第１の回転ダイアルが前記シャフトの長手方向軸を中心として回転する、ハンドルと、
　を備える、内視鏡。
（３３）　前記ハンドルが、前記ハンドルの残りの部分を回転させることなく前記内視鏡
の前記シャフトを回転させるための第２の回転ダイアルを更に含む、実施態様３２に記載
の内視鏡。
（３４）　前記第１及び第２のダイアルが密封されることにより、前記内視鏡を損傷させ
ることなくオートクレーブ内で滅菌することが可能である、実施態様３３に記載の内視鏡
。
（３５）　前記第１のダイアルが磁石駆動機構を介して前記プリズムに連結される、実施
態様３２に記載の内視鏡。
（３６）　前記シャフトに配置され、前記プリズムが旋回する際に前記視認用窓により得
られる視野に自動的に焦点を合わせるように構成された自動焦点レンズを更に備える、実
施態様３２に記載の内視鏡。
（３７）　前記視認用窓が、前記シャフトの前記遠位端から前記シャフトの一側面に沿っ
て近位方向に延びる、実施態様３２に記載の内視鏡。
（３８）　前記内視鏡の視野が約６０°～約７０°の間である、実施態様３２に記載の内
視鏡。
（３９）　前記内視鏡の視野方向が約０°～約１２０°の範囲である、実施態様３２に記
載の内視鏡。
（４０）　前記内視鏡の視野が約５°～約１００°の範囲である、実施態様３９に記載の
内視鏡。
【００８４】
（４１）　前記内視鏡が３００ワットのキセノン光源と適合性を有する、実施態様３２に
記載の内視鏡。
（４２）　前記ハンドルを保持することを助けるハンドルアタッチメントを更に備える、
実施態様３２に記載の内視鏡。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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